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第５回  久慈市農業委員会議  

 

１  日  時  令和４年７月 22日（金） 14時 30分～  

 

２  場  所  久慈市役所大会議室  

 

３  付議事件  

 (1)  農地法第３条の規定による許可について 

(2)  農地法第５条の規定による許可について 

(3)  農地法の適用外証明願いについて 

(4)  農用地利用集積計画書について 

 

４  出席者   29名 (出席者名簿のとおり ) 

 

５  関係機関 

事務局   事務局長    藤  原  亮  一  

係   長    鶴 飼 勝 浩 
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第 ５ 回  農 業 委 員 会 議 出 席 者 名 簿  

 

出席…○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農 業 委 員 
 

農地利用最適化推進委員  

議席  氏         名  出席  
 

地区  氏         名  出席  

１ 新 井 野   勉 ○  久慈 間   健 倫 〇 

２ 三 上 昌 明 〇  久慈 城 内 仲 悦 〇 

３ 米 澤   豊 〇  小久慈 岸 里 卓 見 〇 

４ 木 村 晴 子 〇  長内 岩 﨑 壽 吉 〇 

５ 田 村 英 寛 〇  大川目 切 金 伸 広 〇 

６ 鹿 糠   勇 〇  夏井 中川原 広 志 〇 

７ 中 塚 義 弘 〇  宇部 大 﨑 惠 作 〇 

８ 小 倉   明 〇  侍浜 桑 田 孝 一 〇 

９ 上 村 信 志 ○  山根 松野下 冨 則 〇 

10 高 倉 道 夫 ○  山形 大 上 和 義 〇 

11 宇 部 文 人 〇  山形 長 内 廣 一 〇 

12 鹿 糠 勢津子 ○  山形 下 舘   靖 ○ 

13 大鹿糠 正 行 ○  山形 内久保 宏 明 〇 

14 柿 木 敏由貴   山形 下 舘 定 一 ○ 

15 宇 部   繁 ○  山形 類 瀬 徳 美 〇 
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開会  14時 30分  

事務局長   只今から令４ 年度第５回久慈市農業委員会議を開

催いたします。  

開会にあたりまして、宇部会長よりご挨拶をお願

いいたします。  

 

会長   先ほどは、農地パトロールの出発式にあたりまし

て、ご協力いただ きましてありがとうございまし た  

ま た 、 雨 の た め バ ス の 中 か ら で は あ り ま し た が 、

現 地 を 見 て 参 り ま し た 。 大 変 ご 苦 労 様 で ご ざ い ま し

た。  

それでは、直ちに総会に入らせていただきます。  

よろしくお願いします。  

 

事務局長   本日の欠席通告委員を報告いたします。  

 14番 柿 木 委 員 よ り 欠 席 通 告 が あ り ま し た の で ご 報

告いたします。  

 そ れ で は 、 久 慈 市 農 業 委 員 会 会 議 規 則 第 ７ 条 の 規

定 に よ り 、 議 長 は 会 長 が 務 め る こ と に な っ て お り ま

す の で 、 以 降 の 議 事 に つ い て は 、 宇 部 会 長 に お 願 い

いたします。  

 

会長  それではこれより議事に入ります。  

ま ず は 議 事 録 署 名 委 員 、 お よ び 会 議 書 記 の 指 名 を

行います。  

久 慈 市 農 業 委 員 会 会 議 規 則 第 10条 の 規 定 に よ り 議

事 録 署 名 委 員 及 び 書 記 を 、 当 職 か ら 指 名 さ せ て い た

だくことにご異議ございませんか。  

（「異議無し」の声）  
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そ れ で は ご 異 議 無 し と 認 め 、 議 事 録 署 名 委 員 に ９

番 上 村 委 員 、 10番 高 倉 委 員 を 、 書 記 に は 事 務 局 職 員

の鶴飼係長を指名いたします。  

そ れ で は 議 案 第 １ 号 、 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る

許可についてを議題といたします。  

事務局より議案の説明を願います。  

 

鶴飼係長  １ページをお開き願います。  

議 案 第 １ 号  農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 に つ

いてご説明いたします。  

（以降、議案朗読説明）  

以上で議案第１号の説明を終わります。  

 

会長  は い 、 議 案 第 １ 号 農 地 法 第 ３ 条 に よ る 許 可 に つ い

て事務局の説明が終わりました。  

ここで現地調査員 からの報告をお願いします。  

城内推進委員さんお願いします。  

 

 城内推進委員   ○ ○ の 案 件 で す の で 、 事 務 局 の 方 か ら 依 頼 が あ り

現地調査をして参りました。  

１ ペ ー ジ で す が 、 ○ ○ の 所 を 入 っ て ２ 枚 目 の 田 ん

ぼで現在水田が耕作されているところです。  

現 在 田 ん ぼ と し て 使 わ れ て い る と い う 認 識 を し て

いただければいいと思います。  

３ページの図面の右側です。  

 こ れ は 、 住 宅 地 図 を 見 る と ○ ○ 川 の 川 沿 い に あ る

の で す が 、 実 は 道 路 が な い 所 で 、 現 在 は 耕 作 放 棄 地

の 状 態 と な っ て お り ま し て 、 若 干 小 さ い 木 や 草 が 生

えている状況でした。  

 草 刈 り 等 す れ ば い い の で す が 、 道 路 が な い こ と に
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よ り 機 械 等 が 入 れ な い と い う 事 で こ の よ う な 状 況 に

なっております。  

 ４ ペ ー ジ で す が ○ ○ の 奥 に ○ ○ 川 と い う 川 が ず っ

と 流 れ て い る の で す が 、 そ の 奥 に 沢 水 を 使 っ た 田 ん

ぼがあったのです。  

 先 代 が い ら っ し ゃ る 頃 に は 耕 作 し て い た の で す

が、現在は、耕作放棄地になっており、再生は不可能

ではないかと思われます。  

 今 回 は 名 義 変 更 と い う 事 で す が 、 そ う い っ た 状 況

だということをお伝えしておきます。  

 ６ページですが、○○のすぐ前になります。  

 宅 地 が あ っ て 、 そ の 脇 に 農 地 が あ っ た と い う 事 で

す 。 息 子 さ ん は 養 子 に 入 っ て お ら れ る の で 、 名 字 が

違 っ て お り ま す が 、 親 子 関 係 と い う 事 で 、 現 地 も 適

切に管理されており、すぐに耕作できる状態です。  

 以上です。  

 

会長  はい、ご苦労様でございました。  

議 案 第 １ 号 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 に つ い

て 事 務 局 の 説 明 と 現 地 調 査 員 の 報 告 が 終 わ り ま し

た。  

質疑を許します  

（「無し」の声）  

質疑を打ち切ります。採決いたします。  

議 案 第 １ 号 農 地 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 許 可 に つ い

ては特に意見がないものとしてよろしいですか。  

（「異議無し」の声）  

特に意見がないものとして決定いたします。  

次 に 、 議 案 第 ２ 号 農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可
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についてを議題といたします。  

事務局の説明を願います。  

 

事務局長  初めに、７ページをお開き願います  

議 案 第 ２ 号  農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可 に つ

いてご説明します。  

（以降、議案朗読説明）  

以上で議案第２号の説明を終わります。  

 

会長  事務局からの説明が終わりました。  

大変多い件数となっております。  

次に現地調査員の報告をお願いします。  

田村委員さんお願いします。  

 

 田村委員  現地調査についての報告をいたします。  

７ 月 15日 下 舘 推 進 委 員 と 事 務 局 ２ 名 、 私 の ４ 名 で

現地を見てまいりました。  

付 議 番 号 １ 番 で す が 、 場 所 は ○ ○ 町 か ら 踏 切 を 渡

っ て 行 き ま す と ○ ○ と い う 所 の 真 裏 に な り ま す 。 周

りは完全な住宅地であります。  

草 が 生 え て お り ま し た が 、 除 草 し て あ り 、 と り あ

え ず 農 地 と し て 管 理 さ れ て い る と 見 て 参 り ま し た

し 、 先 程 事 務 局 の 方 か ら も 申 し 上 げ た と お り 、 第 一

種 住 居 地 域 と い う 事 で 、 問 題 は な い も の と し て 見 て

まいりました。  

次 に 付 議 番 号 ２ 番 、 場 所 は ○ ○ 町 、 も と の ○ ○ の

方 に 向 か っ て 50メ ー ト ル ぐ ら い 入 っ た 左 側 の と こ ろ

です。  

ここは完全に農地として管理されておりました。  
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豆 、 か ぼ ち ゃ 、 夕 顔 等 の 野 菜 を し っ か り と 作 っ て

おりました。  

い ず れ 農 業 を や れ な く な る と い う こ と で 、 親 子 間

の贈与ということで す。  

ソ ー ラ ー を 建 て る と い う 事 で し た が 、 周 り に は 特

段影響はないものと見て参り ました。  

みなさまのご判断をお願い致します。  

続 き ま し て 、 付 議 番 号 ３ 番 ○ ○ 町 の ○ ○ 地 区 の 方

か ら 入 っ て い き ま し て 、 ○ ○ の バ ス 停 の 真 ん 前 、 入

口 で し た が 、 い わ ゆ る 電 波 塔 を 建 て る と い う 事 で 、

事 務 局 か ら も 説 明 が あ り ま し た が 、 鉄 板 を 敷 い て 作

業 を す る と い う 事 で 、 何 ら 問 題 な い と 思 っ て 見 て 参

りました。耕作は野菜等作っておりました。  

次に付議番号４番です。  

場 所 は 滝 の 方 か ら 向 か い ま し て ○ ○ に 向 か う 途

中 、 ○ ○ の バ ス 停 の す ぐ そ ば と い う こ と で 、 こ こ も

花 と か 野 菜 を 多 少 作 っ て お り ま し た が 、 い ず れ 敷 鉄

板 を 敷 い て 作 業 を 行 う と い う 事 で 、 問 題 が な い も の

と見て参りました。  

みなさんのご判断をよろしくお願いします。  

以上です。  

 

会長  はい、付議番号４番まで終わりました。  

付議番号５番からです。  

（局長挙手）  

はい、局長  

 

局長  柿 木 委 員 が 欠 席 の た め 、 代 わ っ て 説 明 さ せ て い た

だきます。  
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付 議 番 号 ５ 番 の ○ ○ 町 で あ り ま す が 、 場 所 は ○ ○

の 中 心 部 か ら 1.5キ ロ ほ ど 山 間 部 へ 入 っ た 集 落 で ご

ざいます。  

現 在 耕 作 中 で あ り ま す が 、 こ の 周 辺 の 農 地 へ の 影

響 は な い も の と 、 柿 木 委 員 の 方 に は 確 認 を 頂 い て お

ります。以上です。  

 

会長  は い 、 付 議 番 号 ６ 番 に つ い て 松 野 下 推 進 委 員 さ ん

お願いします。  

 

松野下推進委員  付議番号６番について説明をいたします。  

同じく、事務局２名と私と３名で行ってきました。 

場 所 で あ り ま す が 、 ○ ○ 町 の ○ ○ 地 区 の 手 前 に ト

ン ネ ル が あ り ま す が 、 そ こ に 掘 割 と い う バ ス 停 が ご

ざいます。  

そこを右に約２キロほど入ります。  

こ の 道 路 は ○ ○ 線 で ご ざ い ま す が 、 ○ ○ と い う 地

名がございます。  

そこをさらに右に 1.5キロほど山に入ります  

先 ほ ど 事 務 局 か ら 説 明 が あ っ た よ う に 、 一 時 転 用

と い う 事 で す の で 何 ら 問 題 な い と 思 っ て 見 て ま い り

ました。  

ご審議方よろしくお願いします。  

終わります。  

 

会長  付 議 番 号 ７ 番 か ら 、 下 舘 定 一 推 進 委 員 さ ん お 願 い

します。  
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下舘定一推進委員   ７ 月 15日 田 村 委 員 と 私 、 事 務 局 ２ 名 の ４ 名 で 現 地

に行って参りました。  

付 議 番 号 ７ 番 で す が 、 場 所 は 地 図 に も あ り ま す よ

うに○○小学校の真ん前でございました。  

周 り も 住 宅 が 囲 ん で お り ま し て 、 草 は 少 し 刈 ら れ

た 状 態 で は あ り ま し た が 、 周 り の 状 況 か ら 見 て も 、

やむなしという感じで見て参り ました。  

付 議 番 号 ８ 番 に な り ま す が 、 先 ほ ど の 案 件 の そ ば

な ん で す が 、 国 道 〇 号 線 を ○ ○ 方 面 に 向 か っ て 行 っ

て 、 ○ ○ 高 校 の 方 に 曲 が っ て ○ ○ 方 面 に 向 か う 信 号

を左折し、少し行くと○○ 保育園があります。  

そ こ の 真 向 か い ぐ ら い を 少 し 過 ぎ て 行 く と 、 ○ ○

があり、そのそばでした。  

庭 の と こ ろ が す で に 舗 装 に な っ て お り ま し て 、 始

末 書 も 出 て い る と い う 事 で す し 、 や む を 得 な い も の

として見て参り ました。  

付 議 番 号 ９ 番 、 こ れ は 、 ○ ○ 高 校 の 道 路 を ○ ○ 方

面 に 向 か い 、 ○ ○ 公 民 館 の す ぐ 近 く 、 ○ ○ と 看 板 が

あ る 所 で す が 、 以 前 の 建 物 の 基 礎 が あ り ま し た が 、

今 回 住 宅 を 建 て る に あ た っ て 、 土 地 が 手 狭 な た め 転

用したいという事のようです 。  

問題ないものと思って見て参り ました。  

付 議 番 号 10番 、 〇 号 線 を ○ ○ 方 面 に 向 か っ て 、 ○

○ 郵 便 局 を 過 ぎ た 所 を 左 に 曲 が り 、 砂 利 道 を 入 っ て

行った所です。  

○ ○ 病 院 の 脇 を 入 っ て 行 っ た と こ ろ に な り ま す

が 、 Ｊ Ｒ 線 の 線 路 に 突 き 当 た る 土 地 に な っ て お り ま

す。  

草 は 刈 っ て あ り 、 管 理 は さ れ て い る よ う な 状 態 で
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した。  

た だ 農 地 と し て は あ ま り 広 く も な く 、 使 い 勝 手 も

あ ま り 良 く な い よ う な 感 じ で ご ざ い ま し た の で 、 店

舗 と し て 有 効 利 用 す る の で あ れ ば い い の で は な い か

と見て参りました。  

みなさんのご判断をお願いいたします。  

以上です。  

 

会長  はい、ありがとうございました。  

件 数 が 多 く て 大 変 だ っ た と 思 い ま す が 、 ご 苦 労 様

でございました。  

議 案 第 ２ 号 農 地 法 第 ５ 条 に よ る 規 定 に つ い て 、 事

務 局 か ら の 説 明 と 現 地 調 査 員 の 報 告 が 終 わ り ま し

た。  

質疑を許します  

（鹿糠委員  挙手）  

はい、鹿糠委員さんお願いします。  

 

鹿糠委員  付 議 番 号 ９ 番 、 使 用 貸 借 で 自 己 住 宅 を 建 て た い と

い う 事 で す が 、 82-３ の 方 の 申 請 で 、 82-２ は 前 お 店

があったところですね。  

 

事務局長  はい、そうです。  

 

鹿糠委員  はい、わかりました。  

 

会長  他にございませんか。  

（「無し」の声）  

質疑を打ち切ります。採決いたします。  
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議 案 第 ２ 号 農 地 法 第 ５ 条 の 規 定 に よ る 許 可 に つ い

ては特に意見がないものとしてよろしいですか。  

（「異議無し」の声）  

そ れ で は 特 に 意 見 が な い も の と し て 決 定 い た し ま

した。  

次に議案第３号農地法の適用外証明願いについてを議題

といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

鶴飼係長  27 ページをお開き願います。 

議 案 第 ３ 号 農 地 法 の 適 用 外 証 明 願 い に つ い て ご 説

明いたします。  

（以降、議案朗読説明）  

以上で、議案第３号の説明を終わります。  

 

会長  議案第３号について事務局の説明が終わりました。 

現地調査員の報告をお願いします。 

中塚委員さんお願いします。 

 

中塚委員  

 

適用外証明願いに係りまして、現地確認をしてきましたの

でご報告します。 

７月 13 日城内推進委員と事務局２名と私の４名で現地調

査をしてきました。付議番号１番です。 

場所は○○川堤防沿い、○○小学校の川向いあたりになり

ます。 

現地は原野化されており、栗の木の大きさからも、20 年は

経過しているものと思われ、適用外証明もやむを得ないもの

と思われます。 

ご審議の程よろしくお願いいたします。 
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会長  はい、ありがとうございました。 

付議番号２番につきまして、岩﨑推進委員さんお願いしま

す。 

岩﨑推進委員  適用外証明願いについて、付議番号２番です。 

7 月 12 日、私と事務局、２名で現地調査をしてきました。 

場所は○○町になります。 

○○町のバス停先を右に入った所で、市道と県道の中間あ

たりになります。 

現地の状況は、菖蒲が生え原野化しておりました。 

相当前から草刈り等管理も行われていない状況に見えま

した。 

大きな木も、７、８メートルほどありました。 

農地としては、復旧する事は困難と見てまいりました。 

適用外証明もやむを得ないものと思われます。 

ご審議の程よろしくお願いします。 

 

会長  はい、ありがとうございました。 

ご苦労様でございました。 

議案第３号農地法適用外証明願いについて事務局からの

説明と現地調査員の報告が終わりました。 

質疑を許します。 

（鹿糠委員  挙手）  

 

鹿糠委員  申請者の住所が違っているのではないでしょうか。 

 

鶴飼係長  申請書の住所がこのようになっておりましたけれども、

申請の住所を確認して処理させていただきます。 

 

鹿糠委員  はい、わかりました。 
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会長  他にございませんか。 

（「無し」の声） 

質疑を打ち切ります。 

採決いたします。  

議 案 第 ３ 号 適 用 外 証 明 願 い に つ い て は 特 に 意 見 が

ないものとしてよろしいですか。  

（「異議無し」の声）  

そ れ で は 特 に 意 見 が な い も の と し て 決 定 い た し ま

した。  

それでは、次に進ませていただきます。  

議 案 第 ４ 号 農 用 地 利 用 集 積 計 画 書 に つ い て を 議 題

といたします。  

議案に関係者がおりますので、 宇部文人委員、  

小倉委員、切金推進委員は、 一時退室願います。  

（宇部文人委員、小倉委員、切金推進委員  退室） 

鶴飼係長説明願います。  

 

鶴飼係長  31ページをお開き願います。   

議 案 第 ４ 号 、 農 用 地 利 用 集 積 計 画 書 に つ い て ご 説

明します。  

令 和 ４ 年 度 農 地 利 用 集 積 計 画 書 が 別 紙 の と お り 提

出されたので、農業経営基盤強化促進法第 18 条第 1

項 の 規 定 に よ り 、 農 業 委 員 会 の 意 見 を 求 め る 、 と な

っております。  

33 ページから 37 ページが、こちら各筆明細でご

ざいます。そして、38 ページ～ 45 ページにかけては、

同意書等の写しになっております。  

33 ページから 37 ページの各筆明細の表をもとに

ご 説 明 さ せ て い た だ き ま す 。 表 の 左 か ら ２ 番 目 番 号

の と こ ろ で す が 、 今 回 は ５ 号 か ら ９ 号 ま で の 計 ５ 件

で ご ざ い ま す 。 ５ 件 と も 、 農 業 公 社 さ ん が 間 に 入 り
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ま し て の 、 農 地 中 間 管 理 事 業 に よ る も の で ご ざ い ま

す。  

まず、第５号についてご説明いたします。  

33 ページの表の最初からになりますが、５－１で

す。計４筆でございますが、農地の所有者が、いった

ん 農 業 公 社 さ ん へ 貸 し 付 け る 、 第 １ 段 階 の 手 続 き で

ございます。そして、その下の５－２ですが、農業公

社 さ ん か ら 担 い 手 で あ り ま す 、 宇 部 川 フ ァ ー ム へ 貸

し付ける第２段階の手続きになります。  

次に、６号から９号についてです。計 39 筆ござい

ます。  

同様に、６－１、７－１、８－１、９－１が、農地

の 所 有 者 が 、 い っ た ん 農 業 公 社 さ ん へ 貸 し 付 け る 第

１段階の手続きになります。  

同様に、６－２、７－２、８－２、９－２が農業公

社 さ ん か ら 担 い 手 で あ り ま す ラ イ ス ラ ン ド 久 慈 へ 貸

し 付 け る 第 ２ 段 階 の 手 続 き に な る も の で ご ざ い ま

す 。 面 積 や 期 間 、 賃 借 料 等 は 記 載 の と お り で ご ざ い

ます。  

以上で、議案第４号の説明を終わります。  

 

会長  事務局の説明が終わりました。  

件数は多いですが、質疑を許します。  

（「無し」の声）  

質疑を打ち切ります。  

特に意見がないものとしてよろしいですね。  

（「異議なし」の声）  

そのように決定いたします。  

宇 部 文 人 委 員 、 小 倉 委 員 、 切 金 推 進 委 員 さ ん の 入

室を許します。  

（宇部文人委員、小倉委員、切金推進委員  着席） 

それでは再開致します。  
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次に進ませていただきます。  

報 告 事 項 （ １ ） 農 地 改 良 届 出 書 の 提 出 に つ い て を

議題といたします。事務局の説明を願います。  

 

鶴飼係長  46ページをお開き願います。  

報 告 事 項 （ １ ） 農 地 改 良 等 届 出 書 の 提 出 が あ り ま

したので、ご報告いたします。  

（以降、報告事項の報告）  

以上で報告事項（１）の報告を終わります。 

 

会長  事務局の説明が終わりました。  

報告事項でございます。  

（城内推進委員  挙手）  

 

城内推進委員  ○○さんの住所ですが、間違っていませんか。  

 

会長  はい、確認のため暫時休憩いたします。  

議事を再開いたします。  

鶴飼係長お願いします。  

 

鶴飼係長  大変申し訳ございません。  

住所のご指摘がございましたが、 こちら訂正をお  

願い致します。  

△△ではなく、○○ の誤りでございました。  

地番は同じで、○○１ -104-２でございます。  

訂正をお願い致します。  

 

会長  はい、よろしいですか。  

（「異議なし」の声）  

次に進ませていただきます。  
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報告事項（２）農地法代３条の３第１項の届出の提

出についてを議題といたします。  

事務局の説明をお願いします。  

 

鶴飼係長  48ページをお開き願います。  

報告事項（２）農地法第３条の３第１項の規定によ  

る 届 出 書 の 提 出 が あ り ま し た の で 、 ご 報 告 い た し ま

す。  

土地の表示、届出人は記載のとおりでございます。

届出事由は相続９件となっております。  

以上で、報告事項（２）の説明を終わります。 

 

会長  事務局からの説明が終わりました。 

相続でございますので、よろしいですね。 

次に進ませていただきます。 

報告事項（３）会務報告、事務局長説明願います。 

 

事務局長  最後50ページの方ご覧いただきたいと思います。 

会務報告となります。 

６月30日木曜日は、岩手県農業会議定時社員総会が盛岡市

で開催されました。 

会長が出席をいたしております。 

令和３年度決算、理事及び監事の選任等が行われておりま

す。 

７月に入りまして、６日水曜日、久慈地方農業委員会連絡

協議会が洋野町大野で開催されました。 

会長、私、鶴飼係長３名で出席をしてまいりまして、３年

度の決算、今年度の予算、これからの事業計画等について承

認を受けてまいりました。 

次が農地転用の現地調査で、12日の火曜日から15日金曜日
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まで４日間に渡りまして、７名の委員さんに確認をいただい

ている所でございます。 

記載がないのですが、20日水曜日、大川目町におきまして、

遊休農地解消事業がありまして、畦畔の草刈りをしていただ

いております。 

約半数の委員のみなさまによる、草刈りを実施していただ

いております。 

最後に本日、農地パトロール出発式、そして総会となった

ところでございました。 

コメ印は、来月の会議の予定でございますけれども、８月

22日月曜日、午後１時半から、こちらの大会議室で行う予定

となっております。以上です。 

 

会長  はい、事務局の報告が終わりました。 

質疑を許します。 

（「無し」の声） 

よろしいですね、報告事項ですので、次に進ませていただ

きます。 

（４）その他でございますが、みなさんから何かございま

すか。小倉委員さん何かございますか。 

 

小倉委員  この前の草刈りはご苦労様でございました。 

種まきについても、これから事務局の方から説明があると

思いますが、よろしくお願いします。 

 

会長  はい、ありがとうございました。 

それでは事務局の方からお願いします。 

鶴飼係長お願いします。 
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鶴飼係長  今、お話しがありました遊休農地解消事業播種作業につ

いてでございます。 

播種作業についての、事務連絡をお配りしておりますの

で、ご覧いただきたいとおもいます。 

開催日時ですが、７月 26 日(火)９時からでございます。   

場所は、二枚目の位置図を参照いただきたいとおもいま

す。お車ですが、青色で道路沿いに駐車ということで示し

ておりますが、この辺りに適宜置いていただければとおも

っております。 

４番その他の（１）ですが、バケツ、レーキをご持参い

ただきたいとおもいます。  

なお、今のところの天気予報では、来週あたりからは、

雨も落ち着いて 26 日は降水確率 20％ということで事ですの

で、作業できるものと考えております。ご協力をお願いい

たします。 

次に、岩手県農業委員会大会提案事項についてお知らせ

いたします。資料をお配りしております。資料１から３ま

での資料でございます、ご確認をお願いいたします。 

令和４年度の岩手県農業委員会大会提案事項についてで 

すが、来月の８月の総会におきまして協議させていただき

ます。 

今月は、事前に案を提示いたしまして、各委員にご検討

いただきたいとおもっております。資料２をご覧いただき

たいとおもいます。 

こちら、令和４年度の提案事項（案）でございます。 

例年ですと、検討委員会を開催いたしまして、提案事項

案を作成しておりますが、今年度は、会議を減らす観点か

ら、今月、事務局で、事前に（案）をお示しいたしまして  
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各委員に、ご検討いただきまして、来月、８月の総会の協

議事項とさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。私からは以上です。 

 

会長  事務局の方からのお話しは終わりましたが、これについ

てみなさんから何かございますか。 

提案事項については、みなさんから何かご意見がありま

したら、事務局の方にお願いします。 

次回の委員会で決定させていただきますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

その他みなさんから何かございますか。 

ないようでございますので、終わらせていただきます。 

以上で、第５回久慈市農業委員会議を終了させていただ

きます。 

ご苦労様でございました。ありがとうございました。 

 

閉会  15 時 20 分 


